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定款の一部変更に関するお知らせ 
 

当社は、2019 年５月９日開催の当社取締役会において、2019 年６月 25 日開催予定の第 93期定時株主
総会に、定款の一部変更に係る議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい
たします。 

 

記 

１． 変更の理由 

(１)当社グループにおける富裕層向けのサービスメニューを拡充するために、現行定款第２条の事業目
的の追加及び所要の変更を行うものであります。 

   ①投資商品のメニューを拡充するために、金融商品取引法に基づく投資運用業を追加する。 

   ②中小企業のオーナー経営者の経営サポート事業の一環として、労働者派遣事業、職業紹介事業、
人事コンサルティング業務を追加する。 

(２)当社の発行可能株式総数は、現行定款第６条に 12 億 9,595 万株と定められておりますが、将来の
事業展開に備えた機動的かつ柔軟な資本政策の実行を可能にすること、及び当社株式の大規模買付
行為に関する対応策の実効性を確保することも考慮して、発行可能株式総数を 13 億 9,968 万株に
変更するものであります。 

２． 変更の内容 

変更の内容は、次のとおりです。 
（下線は変更部分を示します。） 

現行定款 変更案 

（目的） 
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的

とする。 
（１）～（12） ＜条文省略＞ 
（13）金融商品取引法に基づく第二種   

金融商品取引業 
 

（14）金融商品取引法に定める投資助
言・代理業 

（15）～（23） ＜条文省略＞ 
＜新 設＞ 

 
 

（24） ＜条文省略＞ 
 

（発行可能株式総数） 
第６条 当会社の発行可能株式総数は、12億 

9,595万株とする。 

（目的） 
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的

とする。 
（１）～（12） ＜現行どおり＞ 
（13）金融商品取引法に基づく第二種

金融商品取引業および投資助
言・代理業並びに投資運用業 

＜削 除＞ 
 

（14）～（22） ＜現行どおり＞ 
（23）労働者派遣事業 
（24）職業紹介事業 
（25）人事コンサルティング業務 
（26） ＜現行どおり＞ 
 

（発行可能株式総数） 
第６条 当会社の発行可能株式総数は、13億 

9,968万株とする。 

 

３． 日程（予定） 

定款変更のための定時株主総会 2019年６月 25日（火） 

定款変更の効力発生日 2019年６月 25日（火） 

以上   


